
令和６年度 生 徒 心 得 細 則

【有意義な中学校生活を送るために】 駒王中学校

１ 登校・朝の会

（１）登校時刻 －8:10登校 ５分前行動を意識し、8:05までには登校し着席しましょう。

（２）朝の会・自習－8:10～自習の時間を大切にしましょう。小さな積み重ねが大きな力になります。

（３）朝の読書・総合－8:15～本に親しみ、読書の習慣をつけましょう。

２ 制服

（１）授業中は原則制服です。

（２）ジャージ着用の授業（体育や技術･家庭、美術 等）があり、朝のうちにジャージに着替えたときは、

以降の授業はジャージです。

※駅伝等で朝練習をしたときは「制服」に着替えてから登校しましょう（活動場所で着替えましょう）。

※部活動がない日は「制服」で下校しましょう。

３ 上履き

（１）校舎内、ビオトープ（３階屋上庭園の通路）、バルコニーの床板

があるところは、上履きで歩いてかまいません。

（２）アリーナでは、体育館シューズを使用しましょう。

４ バルコニーやテラスへの出入り

（１）ホ－ムベース付属のバルコニーには、必要があるとき以外は出入りしてはいけません。

（２）ビオトープ（３階屋上庭園）は、昼休みのみ利用できます。それ以外は出入り禁止です。

（３）教室横バルコニー、４階理科室・多目的室外側テラスは、担任や教科の先生の許可を得れば出ること

ができます。普段は出入り禁止です。

（４）２階と４階北側バルコニ－、２階と３階の西側バルコニーには、

絶対に出ではいけません。

５ エレベーター

（１）給食運搬用なので、生徒は使えません。

（２）特別な事情で使用する場合は、先生の許可を得てください。

６ 教室移動の際の行動

（１）授業で移動するときは最短ルートを通りましょう。

（２）授業間は、ホームベースにはもどれません。

（３）水筒での水分補給は、いつでも飲むようにしましょう（授業中に飲んだり、歩きながら飲んだりして

はいけません）。

（４）屋上テラス及び外階段は、使用できません。

（５）給食の準備や片付けは北側階段を使用しましょう。準備は｢上り専用｣、片付けは｢下り専用｣です。

７ その他

（１）放課後に係活動などで仕事があるとき以外は、ホ－ムベ－スや校舎内に残らないようにしましょう。

（２）欠席や早退をする場合は、必ず担任の先生に連絡してください（電話・楽メ）。

（３）無断外出は絶対にしてはいけません。

（４）学校生活（学習活動・部活動等）に不要なものは絶対持ち込んではいけません。

（５）校務センターに入る時には、ノック・会釈をし、学年・組・氏名をはっきり告げてから用件を話しま

しょう。

（６）体育館では、体育館シューズを使用しましょう（シューズ入れを必ず準備しましょう）。

（７）集会活動には必ず制服を着用しましょう。



（８）体調が悪くなったときなど、保健室に行くときは、授業や学年の先生にカードを書いてもらい、学級

四役に事情を話してから行くようにしましょう（養護の先生は、工藤菜月美先生です）。

（９）リュック型スクールバックとスポーツバッグで通学しましょう。

（規定のバッグ以外は持ち込みを禁止です）。

・リュック型スクールバックは両腕を通して背負いましょう。スポーツバッグは手に持つか肩からさげ

ましょう。

・リュック型スクールバックやスポーツバッグにキーホルダーを付けたり、落書きをしたりすることは

禁止です（お守りは、１つだけつけてもかまいません）。

・荷物は必ずリュック型スクールバックやスポーツバッグに入れましょう（ジャージなどを手に持たな

いようにしましょう）。

（10）登下校時は交通規則を守り、安全には十分に気をつけましょう。

８ 校外での生活

（１）校外生活でも「駒王中学校の生徒」としての誇りをもって行動しましょう。

（２）奉仕的な作業には、進んで参加し余暇を上手に利用しましょう。

（３）外出するときは中学生らしい服装にしましょう。

（４）不用な夜間外出、無断外泊は絶対にやめましょう。

（５）ゲームセンター・カラオケ・マンガ喫茶・ボ－リング場などに行くときは、

保護者と一緒に行きましょう（生徒だけでの出入りは禁止です）。

（６）自転車は正しい乗り方をしましょう（交通ルールを守りましょう。二人乗

りは禁止です）。

（７）繁華街での不用な徘徊はやめましょう（トラブルの原因になります）。

（８）スマートフォンや携帯電話などを使用する場合は、しっかりとマナーを守

りましょう（家庭や友達同士でルールをつくりましょう）。

（９）日立市外に出かけるときは、原則として保護者と一緒にいくようにしましょう。

（様々な誘惑やトラブルが心配なため）

【駒王中学校の服装】

◎本校規定の標準服を着用し、常に清潔に心がけましょう。

更衣は６月１日・１０月１日とし、状況により移行期間を設けます。

１ 男女共通のきまり

（１）登下校時は、白の運動靴を使用しましょう。

（２）校舎では本校規定の上履き、体育館では体育館シューズを使用しましょう。上履き、体育館シューズ

には氏名を記入しましょう。

（３）頭髪は中学生らしい髪型にし、常に清潔にしましょう。☆茶髪やパーマは禁止です。

（４）体育、清掃、作業時の服装は、本校規定の体育着を着用しましょう（ジャージ上下、駒王Ｔシャツ、

ハーフパンツ）。

※ジャージはチャックを「ＫＯＭＡＯ」の文字（上）まで上げて着用しましょう。

（５）ジェンダーレス制服等、本校規定以外の服装を着用するときは、学校の許可を得ましょう。

（６）暑いときに袖をまくるのは、ワイシャツ・ブラウスのみとします。

（７）夏季は、ジャージの上は着用しないようにしましょう。

（８）においのある制汗剤、デオドラント剤、香水などをつけてきてはいけません。制汗剤、デオドラント

剤、汗拭きシート等の持ち込みは禁止です。

（９）日焼け止めは家でぬってきましょう。放課後や土日の部活動前に使用する場合は、顧問の許可があれ

ば使用してもかまいません。ただし、決められた場所で使用してください。

（10）靴下は白・黒・紺・グレーのものを使用しましょう(ワンポイントのものは使用してもかまいません)。

※ルーズソックス・くるぶしソックス（くるぶしが見えるもの）は禁止とします。

（11）胸章は、縫い付け式と着脱式の兼用とします。



２ 冬季（１１月から３月）のきまり（男女共通）

（１）制服の下にセーター・トレーナー類を着用する時は、白・黒・紺・グレーのものを着用しましょう。

また、制服からはみ出して外に見えないようにしてください。制服の下にジャ－ジは着てはいけませ

ん。

（２）長袖のＴシャツやアンダーウェアーを下着として着用してもかまいません。ただし、見えないように

しましょう。

（３）登下校時は、制服の上にウインドブレーカーを着用してもかまいません。

（４）登下校時は、必要に応じてマフラーや手袋を使用してもかまいません(派手なものや不必要に長いも

のはやめましょう）。

（５）ランニングタイツ（足首までのスパッツ）の着用は禁止します。

３ 男子について

（１）頭髪

・中学生らしい髪型を基本とします（前髪は目・横は耳・後は詰め襟にかからないようにしましょう）。

（２）服装

・冬服は詰め襟の学制服（標準型）を基本とします。

上着には白カラーを使用する(ニューカラーの制服は除く)。

襟には、左に校章をつけ、校舎内では常に胸章をつけましょう。

制服の下には白ワイシャツを着用しましょう。

・夏服は、白ワイシャツ、黒のスラックス（ノータックのもの）を基本とします。

校舎内では、常に胸章をつけましょう。

（３）ベルト

・黒または紺で、装飾のない中学生らしいものを使用しましょう。

４ 女子について

（１）頭髪

・肩まで髪が伸びたら、左右の耳の中央を結んだ高さより下で結ぶことを基本と

します（１つ縛りも可。紺・黒のゴムひもで）。

・前髪は目にかからない程度にし、リボンはつけてはいけません。

・髪を結んでも横の髪が出てしまう場合は、ヘアピンで止めるようにしましょう。

※ヘアピンの色は黒、紺とします。体育の授業時は危険なのではずします。

※学年で判断がつかない場合は、生徒指導主事が判断します。

（２）服装 この位置がgood!!

・冬服は、紺のセーラー服・紺のスカートまたはスラックスを基本とします。

エンジ色のネクタイを使用し、胸章・校章をつけましょう。

ネクタイは、襟元で結び、長さの調整をしてはいけません。

・夏服は、スクールブラウス、紺のスカートまたはスラックスを基本とします。

えりは丸。エンジ色のひもネクタイを使用しましょう。

・スカートの丈は、ひざ頭がかくれるようにしましょう。

（３）冬季のみ、部活動でウィンドブレーカーを購入していない生徒は、スクールコートの着用を認めます

ダッフルコートは認めません。

（４）冬季のみ、タイツの着用を認めます。体育の授業では着用できません。また、タイツを着用してハー

フパンツ姿でいることは禁止します。

（５）冬季のみ、スカートを着用する場合は、その代わりにウインドブレーカーのズボンの着用を可としま

す（ウインドブレーカーの下は、ジャージ可）。その代わり、スカートを持参し、登校後ホームベー

スで必ず制服に着替えるようにしましょう。

令和６年３月 一部改訂


